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第 11回 向陽学府小中一体校開校準備委員会 会議概要 

１ 開催日時 令和６年６月 18 日（火） 

２ 開催場所 磐田市役所西庁舎 ３階 302～303 会議室 

３ 出席者（向陽学府小中一体校開校準備委員） 

学識経験者   元校長 前向笠地区長 

地区代表    向笠地区長 

大藤地区長 

岩田地区長 

保護者代表   大藤小学校ＰＴＡ代表者 

向笠小学校ＰＴＡ代表者 

大藤こども園ＰＴＡ代表者 

向笠幼稚園ＰＴＡ代表者 

 岩田こども園保護者代表 

学校代表    向陽中学校長  

大藤小学校長 

向笠小学校長 

岩田小学校長 

４ 出席職員     教育長 

 教育部長 

 学校づくり整備課長 

５ 事務局      学校づくり整備課 学府一体校グループ 

会議概要

１ 委嘱状交付

  今年度より向陽学府小中一体校開校準備委員会委員となった方へ委嘱状を交付

２ 教育長挨拶

お忙しい中お集まり頂きまして本当にありがとうございます。また委員をお引き受け

頂きましてありがとうございます。

令和８年４月に向けて、残り２年を切りました。ご案内のとおり、校舎の解体工事のほ

うは、順調にとり行われております。ただ、なるべく子供たち、地域の皆様方にご迷惑を

おかけしないように配慮してきたつもりでしたけども、工事の内容によってどうしても、

コンクリート部分を斫って、潰したりするときに大きな音が出たり、トラックに積み込む

ときに大きな音が出たり、砂ぼこりがたったりというところで、本当にご迷惑をおかけし

てるところ、この場をお借りしておわび申し上げます。私自身も、現場に行って子供たち

の授業の様子を見させていただいたんですけれども、やはり窓を開けていると音が入っ

てきて、なかなか子供たちの集中力の点では、厳しいとこあるかなというところも感じま
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した。エアコン等を使いながら、学校のほうも工夫しておりますし、できるだけ子供たち

の授業や活動に支障が出ないように、学校の代表と工事関係者が打合せをしながら、教育

活動が順調に進むように行っているところです。この後の話にあると思いますけれども、

順調にいけば、６月議会を経て、夏から今度は新しい校舎の建設工事が始まっていきます。

またそちらについても、きちっと連携をとりながら、地域の皆様、それから、保護者、子

供たちに、支障が出ないような形で進めていきたいと思っているところです。

本委員会につきましては、令和４年 10月からスタートしまして、11回目を数えます。
毎年最初の回で言わせていただいていますが、向陽学府小中一体校につきましては、市内

で、２番目の開校を控えているということになります。１校目のながふじ学府小中一体校

につきましては、１小学校と１中学校が一つの一体校になって、もう一つの豊田東小学校

については、そのまま学校をその場所で運用してるという形になります。向陽学府につい

ては、三つの小学校が一つになって、またそれも、150年前後の歴史を持った地域の皆様
方とともに歩んできた学校を閉じるという一つの節目になる。それから新しい三つの小

学校が一つになった学校をつくり上げていくことと、そこを中学校とどうつないでいく

のかという、ながふじ学府では、ある意味検討する必要がなかったことも、この開校準備

委員会、また、この場だけではなくて、ＰＴＡの皆様とか地域の皆様とか、もちろん学校

の先生方にもいろんな意味で準備を進めていただいております。そんなこんなの中で、こ

こにいらっしゃる皆様方には、それぞれの立場で、ご意見を頂ければありがたいなと思っ

ています。

準備を進めている中で、昨年度自分もいろいろご意見を頂きました。その中で特に多か

ったのは、通学に関する通学の安全安心をどうやって子供たち、保護者の皆様方の不安・

心配を減らしていけるのかというところです。私たちも、一生懸命いろいろ対策等を練り

ながら、鋭意、検討しているところですので、今日の場でもご意見等あれば出していただ

きたいと思いますし、それ以外のことにつきましても、気になることとかご意見あれば、

どんどん出していただいて、とにかく対話を通して、少しでも理解、それから不安を解消

できたらなと思っておりますので、ぜひ、有意義な会議になればと思います。あとは、令

和８年４月に向けて、子供たちにとってもすばらしい向陽学府一体校が開校できますよ

うに、ぜひ皆様方のお力をお借りしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。

３ 自己紹介・正副委員長選出

名簿順に各自自己紹介。委員の互選により正副委員長を選出。

４ 議事 

（委員長）

  委員長ということで務めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

議事に入る前に、細かな説明はいたしませんけれども、数か月前にも地域に配布をさせ
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ていただきました資料がありまして、それに半年経って、小学校名も向陽小ということで、

議会で議決されましたので、その辺のところを一部付け足したものを、この一体校につい

て、ぜひ経緯を知っていただきたいなという私の思いが一つあります。こんなことやって

きたんだよとか、最初の一歩から、私なりにメモとか資料を残してあるものをまとめたも

のです。教育委員会のものではありません。そういうことで、一々説明はしませんけれど

も、時間がありましたら、このような経過をたどって、今に至っているんですということ

を知っていただければありがたいなということで、用意をさせていただきました。

ところで今６月議会が開催中で、議会のホームページでもオープンにされていますの

で、ご覧になった方もあるかと思いますが、数十億円規模の議案が三つ、上程というか議

案になっております。例えば建物だと 37 億円とか、入札した業者の名前も出てますし、
そちらの方面にも自らアクセスをして、情報を得るというのも大事だと思います。会期末

が７月 11日のようですので、そこで可決することによって工事がスタートできるといこ
とになります。いずれにしましても、市民の理解ある議会議決があって進んでいくってい

うことを、勝手ながら言わせていただきました。

それともう一つ、国のどこかの会合で、発言の時間制限３分というのがありましたね、

水俣病の関係で。大臣が最後謝りに行ったということが。何を言いたいかというと、いろ

んな人にいろんなご意見を頂きたいので、ぜひ発言の際には、端的というか要領を得て発

言して頂きたいと思います。言いたいことはいっぱいあるかと思いますが、皆さんの意見

を色々お聞きしたいという趣旨で、配慮して発言していただけると嬉しいです。

それでは議事のほうに移らせていただきます。まずは、メンバーも変わったということ

で、これまでの進捗状況と今後のスケジュール等を、事務局から説明していただきたいと

思います。よろしくお願いします。

（事務局）

資料１「開校に向けてのスケジュール（案）」という資料をまずご覧ください。大まか

に①から⑪まで開校に向けてどういったことを進めていくかというところを、スケジュ

ール案で示したものです。①の開校準備委員会、本会議につきましては、令和６年度も各

月で行っていく予定で、②校名の検討については、令和５年度末に「向陽小学校」という

ことが決定されております。③校章・校歌の検討、これらについても、開校準備委員会で

話を進めています。そして、④通学に関すること、こちらについては、地域や保護者の方

からご意見を伺いながら、今取りまとめ等を行って、どういった通学方法、そしてどうい

った通学路の整備ができるかというところで、検討しております。⑤ＰＴＡ組織運営に関

すること、こちらについては学校が中心となって、大藤小学校を中心に進めていただいて

いるというふうに聞いています。⑥式典行事に関するというところで、開校ももちろんご

ざいますが、小学校の一つ節目の年も、令和７年度末にありますので、そちらのほうが今、

地域の準備委員会等が立ち上がって進んでいるというふうに聞いております。⑦スクー

ルバスの運行計画、こちらの運行の方法についても、この会、またそれ以外の会も用いな
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がら考えているところであります。⑧制服体育衣料の検討についても、こちらも進んでい

るところであります。⑨学校経営・学校運営に関することについては、四つの学校が、そ

して小学校・中学校、校種が異なる学校が、一体校になるというところで、こちらも、各

学校の教頭・教務を中心に進めていただいております。⑩地域連携室・福祉交流室、こち

らについては、今年度の議題の一つとして、検討していきたいと思います。最後の⑪建設

検討会での課題についてというところで、幾つか、駐車場・学校跡地、幾つかの課題があ

ります。こちらについても、この場をかりながら、皆さんのご意見を伺って、情報共有し

ていきたいというふうに思っております。

資料２をご覧ください。資料２については、この開校準備委員会のスケジュール案にな

りますが、５月予定でしたが今回６月という形で、７月、９月、11 月、１月、３月末に
隔月で行っていきます。ここにあるのは一つの案でありまして、ここで皆さんと一緒に協

議していくことと、そして情報を共有していきながら、今、向陽学府一体校の開校に向け

どういったことが課題になって、私たちが考えなきゃいけないこと、学校で考えていくこ

と、そして地域や保護者の皆様と一緒に考えさせていただくこと、それらを整備していく

ことが必要になってくるかと思っています。スケジュール案に従ってやっていく部分と、

皆様のご意見の中で作っていく部分が必要だというふうに感じています。ぜひ、いろいろ

なご意見を頂く中で協議を進めていければと思っております。

最後、資料３についてですが、こちらは少し報告と今後の進め方進捗状況になりますけ

れども、校歌・校章については、３月 25日の開校準備委員会の中で、向陽学府小中一体
校の校歌は、向陽中学校の校歌をそのまま引き継いでいくというふうに決まりました。そ

して、校章については何度か協議を重ねてきましたけれども、１度、校章を向陽中学校の

生徒の意見を踏まえながら聞いてみようというところで、今、そこの下にあります校章、

この校章は向陽中学校でつかわれている校章ですが、既存の校章を生かしていくような

案もあれば、または新しい学校が出来上がっていくので、新しい学校に、値するような地

域の特色を表現した新しい校章、生徒からデザインとして募集したらどうかというご意

見を頂きました。現在向陽中学校のほうでデザイン案のほうを、生徒の皆さんに投げかけ

て、少しずつ案のほう頂いております。また、次回７月の会議には、今上がってきている

案について、皆様にお示ししていく中で、３小学校の児童の皆さんの意見を聞きながら、

最終的にこの会の中で、校章については決定していければと思っております。以上がこれ

までの進捗状況、そして今後のスケジュールであることをお伝えさせていただきます。今、

議事②番の校章についてもお話をさせていただきました。よろしくおお願いします。

（委員長）

これまでの経緯と進捗状況、そしてこれからのスケジュール的なこと、校章のことも含

めて、事務局の説明があったわけですが、どのことでも結構です、ご質問等あれば、ご発

言を頂きたいなと思います。どうでしょうか、分からないことを遠慮なく聞いてください。

（委員）
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通学路に関することを聞きたいんですけど。この５月までに、地域の方から色々と情報

を吸い上げた段階ということでいいですか。

（事務局）

今、地域の方、そして保護者の方から、通学路については、今の修正か所とか修繕か所

については、吸い上げさせて頂いたところであります。ただ令和８年の規制要望、信号機

の設置であるとか、横断歩道の塗り替えであるとかそういった警察への申請については、

少し早めの動きが必要でしたので、この４月に皆様からのご意見をもとに、２か所の信号

機の設置と、あと幾つかの横断歩道の塗り替えの場所については、警察のほうに教育委員

会から申請をさせていただいたところであります。

（委員）

それを基にスクールバスの運行計画を立てていくっていう考え方ですか。

（事務局）

そうですね。スクールバスの運行計画と通学路と、そして、大きく言うと通学方法にも

関わると思うんですけれども、それらを一緒に考えていきたいというふうに思っていま

す。スクールバスの運行の仕方とか方法で、どこを通学路としていくかっていうところも、

保護者の方からすると考えの一つの材料となっていくと思いますし、通学路の整備につ

いても、そこの一つ、もとになっていくと思いますので、同時で考えていくということを、

今こちらのほうでは考えております。

（委員長）

先日、磐田警察署の交通課長さんとお会いする機会がありまして、こちらから、実は向

陽学府小中学校が一つの大きな学校ができて、通学路が変わったり通学区域とかいろい

ろ変わったりするんだけど、交通安全とかそういう話聞いてますかと、こちらから聞いた

ら、どうも教育委員会か市役所のほうからお話を聞いていると。だから警察のほうにも何

かしらのアプローチというか相談をかけているんだなと、つい先日、先週ですか。交通安

全協会総会の際に聞いた話です。そんなところにも事務局のほうからいろいろしてくだ

さってるっていうこと、一応お伝えしておきます。

（委員）

制服に関するところなんですけど。保護者の立場とすれば、実際にお金がかかってくる

ところなので、子供が何人かいれば、その分用意しなきゃいけないというところでも気に

なるというのがある。豊田の方は移行期間があって、今年度から全員新しい制服に変わっ

たよって、子供の友達から聞いた。実際向陽学府になった場合も、同じようなやり方でや

っていくのかをお伺いしたい。

（委員）

制服ですが、昨年度までに、磐田地区の校長会のほうで、制服のあり方検討会というの

を開いて、新しい制服でいきたいというそんな方向になっていまして、先週くらいに、第

１回の制服選定委員会を開きました。そこの中で、これから業者さん等も決めながら、制
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服のデザイン等も決まっていく。詳しい内容は今後、便りという形で出てくると思うので

すが、今言った移行期間について、これはまだはっきり決まっているわけじゃないのです

が、やはり保護者の側からすると、いきなり開校で揃えてくださいって、なかなか厳しい

し、兄弟関係もありますので、一応３年、移行期間を設けるというのが一つ方策としては

あると思います。ただそれそれぞれの学校の実情というかそういうので、これが全てって

ことではないので、意見を聞きながら今後また検討していくという形になると思います。

（委員）

小学校も制服があるっていうことですか。

（委員）

小学校の制服については、その会では話が出ていない。中学校についてということです。

（委員）

小学校については、昨年度までの３小学校の話の中で、現状のように私服で登校するの

がいいねっていうふうに小学校としてはなっています。

（委員）

うわさで、豊田で出来たその制服が磐田市のベースになるんじゃないかってことを耳

にしたことがあって、小学校もあるんだっていうふうにちょっと思ったので。

（委員）

昨年度になりますけど、ＰＴＡの本部の人たちにもそれぞれ３小学校で確認をした上

で、向陽小学校になっても私服で行きたいねというふうに小学校ではなってます。

（委員）

岩田小は令和５年度まで制服があったんですけど、今のような方針が決まったことで、

制服は使わないことが決まったもんですから、令和６年度からは私服化しました。

（委員長）

制服だけでなく体育衣料なんかも絡んできて、ある程度まとまったらこんな方向でい

くっていうのを、ペーパーで示してくれると、私個人的な考えですが、うれしいなってち

ょっと思いました。どうぞ、今日 11回目ですが、今年度初回なので、遠慮なく何でも言
っていただければと思います。

（委員）

委員長が先ほどおっしゃいました、通学路を警察がもう承知してるとのことでしたが、

去年 10月時点では知らないって言ってたんですけど。子供たちが通う道のことを通学路
っていって、その道が、地図でどうなってるよっていうのを知ってるとていう意味ですか。

通学路っていう言葉が走っちゃうと、どこの道が通学路でどこが違うのかも分からない

んだから、警察には何をお願いしたんでしょうか。警察に行ってそういう話をしても、危

険か所があっても、学校・教育委員会に言わないって言ってますから、理由は行政干渉ら

しいです。道路河川課にも言わないって言ってました。本当に横連携がとれればすばらし

いことなので、今までの警察にある事故とケガをした場所等の現場検証のデータもある
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のですから、それをもとに、何が原因なのか、子供の不注意でぶつかったのか、道路が悪

くて乗り上げてひっくり返ったのかっていう、全部原因を検証で分かってるので、それを

明らかにしてほしい、見せてほしいって言っても一向に、事故当事者の両親以外は見せら

れませんと、私ども断られているので、教育委員会にも出してないんじゃないかなと思い

ます。そうすると、せっかくあるデータももったないので、ちょうどたまたま通学路って

出たので、どんなものかなと思ってお聞きしました。

（委員長）

先ほどちょっと事務局のほうから通学路と通学時における安全確保等のことやら、ス

クールバスの運行については、まとまって関連があるので、その会合として通学の在り方

検討会を、この１年間の中で検討していくような話をちらっと聞いていますけど。何か補

足説明があったらお願いします。

（事務局）

ホームページのほうにも来月５日の開催について上げさせていただいておりますが、

今の通学路・通学方法というところで、７月５日の第１回目を皮切りに、通学路の在り方

についての検討委員会のほうを行います。目的としては、令和元年に検討会のほうを実施

しておりまして、磐田市全体の通学の在り方について、一定の基準を設けております。た

だその中で、例えば、ここ最近ですね、大変な酷暑の中での登下校の在り方であるとか、

あとは非常に児童数も減少してきていますので、集団登校が非常に難しくなっていると

いう小学校も出てきていると聞いています。また下校時については、どうしても同じ方向

に帰る子が少なくて、低学年でも１人で帰っていかざるを得ないという子もあり、子供た

ちの安全面というところは、随分と変わってきてるというところがあろうかと思います。

それに加えまして、今回のこういった一体校のように、校区が広がっていくことによって、

通学距離が延びていくということに対しての支援の方法についても検討していく必要が

あると思っています。まずここについては市内全体の今の児童生徒の通学の状況を委員

の皆さまと把握させていただいて、その中で、学校や、地域や行政としてやっていかなく

てはいけないこと、児童の安全、生徒の安全のために考えなくてはいけないことは、どう

いったことがあるのかということを、今年１年間の中で検討をしていきたいと思ってい

ます。またその方向性について、この開校準備委員会の中でも報告ができるかと思います。

（委員）

通学路の概要を今お伺いしたんではなくて、実際の通学路がどこだっていう具体例を

示して、何が危ないのかということをお伺いしたいなと思っていたんです。こういうもの

を通学路としますっていう教育委員会の方針で、学校・ＰＴＡに出すのはもちろん必要で

すけど、現実問題としては、学校へ通う経路の書類、今出してないと思います。そんな中

で通学路が決まるんでしょうかっていうことを、ちょっと細かくてすみませんけど、学校

によっても全く違いますから、校長先生のやり方で違うんじゃないかなと思っているの

で、ただ３地区合同で、はい通学路って言ったときに困ったなと思ってる。それで後は、
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警察はもちろん横の連携をとってほしいし、安全協会とも横連携、それから、市の道路河

川課もちろんそうですけど、自治デザイン課の交通政策グループ、全部入れてほしいなと

思う。毎年、学校と教育委員会と道路河川課３者の通学路の点検というのをやっているか

と思いますが、その点検項目もはっきりしていただいて、点検結果どうだった、何ヵ所や

ったのか、そういうのを教育委員会として、まず通学路っていうのを出してもらって、お

のおのに沿ったところでやっていただく。その上で通学路がどうだってやらないと、余り

にもちょっとずさん。例えば、ながふじ学府へ岩田地区から通っている子がまだいるんで

すけど、通学路について県道に赤い線が１本引いてあるだけです。通学路で引っかかって

すみません。肝心なところが決まってない。かつ横の連携がとれてないと思います。

（委員長）

それぞれの学校は年度当初に、うちの学校の通学路はこうですというのを、教育委員会

の学校教育課に毎年提出しています。それは回覧か供覧して教育長さんのところまでい

っているのではないかなと思います。

（委員）

学校が出しているのは分かりますけど、学校がＰＴＡから集めて、その中から通学路ど

うするのかって決めるところの話です。学校・校長先生が教育委員会に出してる、これは

知ってます。

（委員長）

特に今度は、通学路が変わったりしますから、そのためにいろんな人が事前に関わって

作ってく、それをしなさいっていうことですね。ぜひお願いしたいと思います。

（委員）

そもそもスクールバスについて、現状と市の考え方はどうなんですか。私達多分そこが

一番知りたいんですけど。12 月までにはと言ってますけど、ある程度たたき台とかがあ
ると思うんですけど、その辺どうなんですか。

（学校づくり整備課長）

バスの関係につきましては早くから皆さんにご要望やご意見を上げていただいている

にもかかわらず、まだ何もお伝えできる状態になってないことを、まずこの場をかりてお

詫びをします。私もこの４月に今の職に就きまして、一体校整備の基本構想を一から見直

しました。そうすると７回ほど検討委員会を開かれた中で、実にバスに関すること、通学

に関することが 16回、委員からご意見として挙げられておりました。内容につきまして
は、今と変わらず距離の問題。学校の周辺の道路整備の問題。それから、保護者の皆さん

の送迎の問題。これが主なものでした。先ほど、委員長からもお話しがありましたが、６

月議会で、建設の議案が通過をすると、いよいよ建築が始まって、どんどん形が見えてく

る段階を迎えているんですが、今、教育委員会として進めていくことは、この当初の意見

をもう一度拾い上げて、今できてないこと、状況が変わっていること、そういったことを

洗い直して、建設の中で改善ができること、できる限りのことをやっていこうということ
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で、見直しを進めているところです。実は通学バスのルートだとか、台数につきましても、

あらかた教育委員会の案としては、まとまった段階にあります。ただ、今申し上げたよう

に、まだ解決できていない安全面の課題がある中で、拙速にバスはこうしますということ

を皆さんにお示ししたときに、その後の課題の解決に多少影響が出てくる。今議論されて

いた通学路の問題も、バスを通すことによって、全然違う方向で見直すことになる、そう

いうことを総合的に今考えさせていただいて、当初の理想の形にできるだけ近づけて行

けるような案は、何がいいのかということを日夜考えています。皆さんのご心配の声は

重々承知しているつもりでおりますので、できる限りこれまで頂いたご要望についてお

答えできるプランをご提示したい。向陽学府だけの問題ではなくて、今後の一体校整備も

踏まえた磐田市全体として合意を頂いた項目についてお示しをすべきだと考えておりま

すので、もうしばらくお時間を頂いて、できるだけ早い段階で、皆様には案をご提示した

いと思いますのでご理解を頂きたい。通学路について、先ほど委員からお話がありました

が、今やっていることは、警察・公安委員会に対して、通学路として想定される箇所につ

いて足りないもの、これは信号機であったり横断歩道であったり、生徒・児童の通学の安

全を担保するために必要な設備、市のほうで設置できないものですから、それを先行して

お願いをしている。そしてそれが実現可能であれば、それをもとにバスのルート、通学路

の正式な決定に至っていきたい。市の関係各課も全て巻き込んだ中で決めていきたいと

思っていますので、現段階でははっきりしたお答えはできませんが、できる限りこれまで

の意見を尊重して、実現に向けて頑張っていきたいと思っています。

（委員）

私の勝手なイメージなんですが、若干違っていて、まず、スクールバスを決めてしまえ

ば、通学路の問題って、そのあとに入ってくるものじゃないかなと思うんですよ。ほとん

どの人がスクールバスで行くって言ったら通学の問題は大分解消されると思います。

（委員）

日曜日に部活等で学校行くとき、例えば歩いていく子がいたら、そこは通学路ですよね。

だから、スクールバスも通学路も両方とも大切です。

（委員）

言い方ですけど、それは親の管轄だと思ってます。もちろん整備されるべきであるとは

思うんですが、ただ、スクールバスがあることによって、そこをどっちが先っていうか、

スクールバスでそこにも行くって決まれば、何か中学生とまた話が変わってくるんでし

ょうけど、小学校だけで考えると、通学路、例えば、向陽坂を小学校１年生だとか２年生

の子に歩かせるなんてしたくないです。今日も雨で倒木があったっていうそんな危ない

所を歩かせたくない。でもそれがスクールバスであれば、問題ないというふうに思います。

でも中学校がそこのところを自転車行くって言ったときに、中学生だったらその判断が

できるとか、これが今危険だからどうなのかっていうのは、よく分かんないんですけど、

自転車ならいいのかって話になってくるんですが、取りあえず小学校の低学年の子にあ
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そこを歩かせるべきでないというふうに思ってます。それで、歩かせるためにそこの整備

をするのか、そうじゃなくてスクールバスで行くのかっていう議論になったときに、スク

ールバスで行くんだったらそこの整備、ちょっと軽くしてもよさそうだねという議論に

なるのかなというふうに私は思います。なのでスクールバスあっての通学路だったりす

るのかなっていうふうに考えました。ちょっと違ったらもうしわけありません。

（学校づくり整備課長）

確かにそのようなご意見を多々頂いております。ここは一概に、どちらが先というお答

えは出来かねますが、教育委員会として心配しているのは向陽中学校の現状です。今の敷

地を思い出して頂いて、例えばバスが５台６台集中したときにどのように周辺道路の安

全を確保していくかというところ、歩行者、自転車、バス、車の導線をトータルに検討し

ていかなくちゃいけない、それが今の教育委員会の視点です。雨天のときに送迎される保

護者の方が非常に多く、特に向陽交番の交差点が狭い、周辺の道路が狭い、そういったと

ころをどう解消するのかを具体的に一つ一つ詰めながら、最終的にはこういう導線がベ

ターであろうということを詰める作業をしていますので、学校の工事と合わせて、周辺の

敷地の整備ということも考えながら動いているというのが現状です。

（委員）

周辺っていうのは実際どの辺までを考えていますか。例えば、今の向陽中の敷地の中に

バスが５・６台入って循環していくとなると、大変だと思うんですけど、例えば、耕作放

棄地みたいなところで近いところで駐車場にとれるようなとこがあれば、子供たちも幾

ら雨だといっても、そこまでの距離が舗装されてれば、100メートルなり何メートルなり、
まとまって歩くことができるので、いいかなっていうふうには思うんですけど、その辺は

どういうふうに進んでいますか。

（学校づくり整備課長）

学校の敷地に隣接することを優先して選定に入っています。もともとの計画の中でも、

スクールバスの乗降場は学校敷地内で設置をするというお約束になっていますので、そ

ういったことも含めて、今の敷地に隣接したところで何とか確保できないか検討してい

ます。

（委員長）

実は一体校が当初から、交通安全、駐車場の問題をどういかになくすかとか、そのため

に周辺をどうする、これも地域からいっぱい言ってきています。私はそういう会合にずっ

と出てましたので、その辺のところが少し、初めて一歩前へ出た。そういう感想を受けま

した。ぜひ裏ではいろいろ検討してるとかいろいろと聞いていますけど、本当に地域のこ

と、子供たちのこと、学校のこと、交通安全、命のこと、いろんな部分にアンテナを立て

ながら検討してるなっていうところは、響いたつもりです。

すいません。この会議については、時間は一応いつも１時間半ということで、言い足り

ない部分は、書く紙があると思いますので、今日でなくても、持って帰って、まだ言い足
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りなかったことは出していただくというような方向で、毎回やってますので、８時には会

を閉じたいと思ってます。すいません、ちょっと何か切るような言い方をして申し訳ない

んですが、ご協力いただけたらと思ってます。

（委員）

１つだけいいですか。スケジュールの通学路のところに、地域づくり協議会、いつも見

守っていただいてる地域の見守り隊の方から意見聴取と書いてあるんですけど、子供か

らの意見は聴取しないんですか。大人の目線で歩いているのと、子供の目線で歩いている

のって違う。当事者は子供なので、何か学校でもどこでもいいんですけど、子供から、こ

こ危険な目に遭ったことがあるとかというのを聞ければ、もうちょっと進むのかなと思

います。

（事務局）

ありがとうございます。おっしゃるとおりで、私たち大人の目線と子供の目線は違いま

すので、今頂いたご意見は生かしていけるようにしていきたいと思います。ありがとうご

ざいました。

（委員）

学校では、今日ちょうどあったんですけど、交通安全リーダーと語る会などで、子供た

ちが見た危険個所っていうのは結構言ってくれてるんですね。そんなことが材料になれ

ばなと思います。

（委員）

私の祖父が、毎日、通学について行ってくれている。やはりその場でないと子供たち分

かんなかったりするので、多分、リーダーと語る会とかって決まった子しか行けないので、

学校の子供たち、小っちゃい子とかはなかなか意見言えないし、だから学校の学活の場で

も何でもいいので、地図を印刷して、危険な個所に×を付けてもらうだけでも、いいと思

うんですよね。そういうのもやってもらったら、もうちょっと分かりやすく、危険な場所

が浮き彫りになるのかなと思いました。実際、今、表記されていない危険な箇所がいっぱ

いあるって言っていたので。

（委員）

加えていいですか。道路の危険箇所の判断ももちろんなんですけど、実際の歩いてきた

子供たちの疲労度とか、汗のかき方とか、今はもう空調が入ってるので、実際汗かいてそ

のまま入って寒いとか、子供たちの主観的な意見。そういうところも実際聞いてたりする

のか。特にうちの子供なんですけど、すごく汗かきで、学校着いて涼しくていいけど、汗

が冷えたら寒いっていうふうに言ったりもするんです。あと、うちの子は今、700メート
ルぐらいしか歩いてないんでそんなに疲労度はないと思うんですけど、実際３キロ以上

歩いてくる子がいて、６年生の子たちが引っ張ったり押したり、頑張れって声を掛けて歩

いてきて、あと授業にどれぐらい集中できてるのとか、先生から見た目線で、大丈夫そう

とかじゃなくて、実際、子供がどう思ってるのかっていうのを、自分の子は近過ぎて聞い
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ても分からないので、実際に遠くから通ってる子、何かそういう話も聞けたらいいのかな

と思います。

（委員）

気になってるのが２つあるんですけど、磐田市全体で考えないといけないっていうの

は重々分かる。「ながふじ」がしてるから、こっちもこうしないと。「公平感が」みたいな

話もよく分かる。でもそれだと私たちが「ながふじ」のところから、こういう話合いをさ

せていただきたいって思っちゃうんですよ。ただ次の小中一体校が出来上がるそのとこ

ろ、こういうところに入ってこないと、逆に不平等じゃないかって思っちゃうところも正

直あるので、「ながふじ」で決まってるから、こっちもそうしないといけないっていうの

は、あんまり議論として成り立たない気が私はしているというのが一つ。

あと、防災的な拠点としての学校って考えたときに、去年ですかね、こういう大雨があ

って、２回向笠小学校に避難した経緯があるのですけど、それが小中一体校であそこに一

つとなったときに、どういうふうになっていくんだろうっていうのが正直で、駐車場もそ

れだけ足りないとなっていったときの見立て、小中一体校の体育館の大きさ、私全然何も

知らないんで、防災の視点としての小中学校ってどういう感じなのか、ちょっと疑問に思

っていました。またよかったら教えて下さい。

（学校づくり整備課長）

１点目の、市全体で考えるという部分ですが、私たちは全市的な基本事項は決めますけ

れど、それ以上に地域性、学府ごとの特徴、それから課題、それを優先して、ルールをき

めていくつもりでいます。ある地域では、こういうふうにするけれども、この地域ではこ

ういうふうにした方がいいんじゃないかというご意見があれば、それをぜひ尊重してい

きたいと思っています。

それから２点目の防災の視点ですけれども、まだここで具体的に申し上げられません

が、当然避難所等についての扱いというのは、市としてきちんとした形で決めていきます

ので、教育委員会の範疇でははっきりお答えできませんが、また皆さんにお示ししていけ

ればと思っています。

（委員長）

ありがとうございました。このような皆さんのいろんな発言とか、事務局のお話を聞く

中で、色々と思いがある方もいらっしゃると思いますし、新たな質問とか課題とか、要望

とか、ぜひ紙に書いて、近日中、何日までとか、締切りはありませんので、遠慮なく事務

局のほうに、お寄せ頂くというような形で、話合いの時間は、これをもって終了とさせて

いただきたいと思います。いろいろなご意見出していただきましてありがとうございま

す。私のほうからは以上で、事務局にバトンをタッチします。

（事務局）

色々なご意見ありがとうございました。私も保護者の方との意見交換会とか、自治会長

会とか、いろんなとこに顔を出させていただこうと思っています。私が行くことで、少し
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でも安心材料につながればと思っていますし、逆に自分自身がそこから何か課題を持ち

帰ってこられればというふうに感じておりますので、今日のように色々ご意見頂いて、大

変ありがたく思っております。まだまだ不十分な部分があったかと思いますけれども、お

手元に感想を記入する用紙がございますので、今日この場に置いていただいても構いま

せんし、また、園や学校を通じて、またはこちらにお届けを頂いても構いませんので、次

回の協議につながるような話題がございましたら、ご記入ください。

５ 連絡事項 

（事務局） 

次回は７月 23日火曜日の 18時 30分予定をしております。

６ 教育部長より 

（教育部長） 

改めまして、今日は本当にありがとうございました。まず先に申し上げたいのは、今ま

で、学校のＰＴＡの皆さんもそうですし、本当にご心配をおかけしたなということを改め

て今日の会議を通じて感じました。今から、それが完全に払拭できるものではないと思っ

てますが、この会議が進むごとに、できれば、信頼関係のようなものが築けて、「やい部

長」って言っていただけるような、そういう関係がつくれればというふうな思いで頑張っ

てまいりますのでよろしくお願いします。それと、先ほどありましたけれども、今までは

ボヤっとした中で、何年か後にできるんだという総論での議論だったというふうにおも

いますが、４月に赴任してから、もう具体策を皆様にちゃんとお示しして、そして進んで

いかなきゃいけないというプレッシャーと、そういう責務を感じています。具体が出てく

ることによって、当然ご意見も様々出てくると思いますし、ある意味我慢を頂かなきゃい

けない部分、そして、これはいいねって言っていただける部分、そういうものを模索しな

がら、１人でも多くの方に、向陽学府一体校ができてよかったねとさえ言っていただける

ように頑張っていきたいなというふうに思っています。

私も現場に行って、駐車場不足というのを第１に感じましたし、大きな幹線道路から学

校に入る際の安全対策も含めて、やはり真剣に何とかならないかということで、それこそ

先ほど委員が言われた横の連携ということで、自治デザインだけではなくて、今日、建設

部も含めて、経済観光も含めて飛び回って、力を貸してくれって動いたのが、今日１日で

した。そういった意味では、市役所全体で、この事業を成し遂げてまいりたいと、その決

意を申し上げて、私の一言にさせていただきます。これから１年間、よろしくお願いいた

します。


